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入札参加者用



追補版 総合評価落札方式 技術提案チャレンジ型 

◎本追補版は、技術提案チャレンジ型について内容を取りまとめたものであり、本追補版に記載

のない事項については「宮城県建設工事総合評価落札方式（簡易型・標準型）の手引き」を参

照すること。なお、技術提案チャレンジ型の取り扱いについては簡易型・標準型（施工計画

型）を準用するとともに、技術提案チャレンジ型の総合評価技術資料は「様式－チャ１～２」

を使用するものとする。 

１－１ 総合評価落札方式の意義 

技術提案チャレンジ型については価格以外の評価において、実績を求める評価項目を無 

くし、施工計画等の評価割合を高くすることで、新規参入企業や受注実績の少ない企業の 

受注機会拡大を図ることを目的としたものである。 

なお、前年度において、当該工事の発注業種・発注等級と同等の県発注工事の受注実績が 

無いことを入札参加条件とする。 

ただし、契約額が 500 万円未満及び随意契約によるもの、発注等級（※）（混合入札の 

場合は下位等級）よりも下位の実績のほか、維持管理等の業務の実績を除く。 

   

（※）「発注工種」、「発注等級」は、入札公告の「２ 入札に参加できる者に必要な資

格に関する事項」に記載の「登録業種」、「登録等級」とする。 
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